
- 1 - 

 

平成 29 ফ 4 月 1 日 

ゴルフコース匏用約款 
水上高原ゴルフコース 

 
(約款の適用) 
第１条 当ゴルフコースを匏用されるお客様（以下「匏用者」という。）は、快適で安全なプレーをお楽しみい

ただくため、本約款・ゴルフ規則〔JGA (公社)日本ゴルフ協会 制定〕・当ゴルフコース諸規則等に従
ってご匏用いただきます。 

 
(匏用ీ約の成য়) 
第２条 匏用者が、プレー当日フロントにおいて本約款を確認のうえ所定の受付票に署名いただくことにより、

当ゴルフコースは署名者の施設ご匏用をお匂受けすることになります。 
 
(匏用の予約・申込み等) 
第３条 匏用者は、当ゴルフコースが別に定める予約規定などの諸規定を遵守していただきます。 
 
(施設匏用の拒絶) 
第４条 当ゴルフコースは次の場合には匏用をお断りすることがあります。 

1.満員のためスタート時間に余裕がないとき。 
2.匏用者が公のもしくは善ଐな௯Ⴓに反するষನをなしたとき、またはなす恐れがあると認

められたとき。 
3. 匏用者が、ചৡ卄員による勘当なষನの防止等に関する১（平成 3 ফ১第 77 号）

第 2 条第 2 号に規定するചৡ卄（以下「ചৡ卄」という。）、同条第 2 条第 6 号に規
定するചৡ卄員（以下「ചৡ卄員」という。）、ചৡ卄厜構成員又はചৡ卄関厂者その
他の反社会的厕ৡや、そのചৡ卄又はചৡ卄員が事業卹動を支ଦする১人その他の卄
体である場合。また、১人でその叓員のうちにചৡ卄員に該当する者がある場合。 

4.ඵஒ・タトゥーをした方のຉ場の匏用。 
5.天災・ఋその他止むを得ない事情によりゴルフコース施設の使用ができないとき。 
6.技術が著しく未熟で、他人のプレーに迷惑をかけたとき。 
7.ルール・マナーを守らないときや、警告を無視してスロープレーを改めないとき。 
8.その他本約款に違反した場合、並びに当ゴルフコースを匏用されることが好ましくない事厩があ

るとき。 
 
(匏用ಲ続の拒絶) 
第５条 次の場合には、プレーの途中においても匏用をお断りすることがあります。 

1. 天災・天候その他やむを得ない事情により、施設の匏用ができないとき。 
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2. 前条第３号に該当するとき。 
3. 本約款のいずれかの条項に違背し、または好ましくないষನがあったとき。 

 
(休場日・開場時間・施設の匏用時間) 
第６条 当ゴルフコースの休場日・開場時間・および施設匏用時間は、当ゴルフコースの定めるとこ峷によりま

す。ただし、天災・ఋその他止むを得ない事情によりゴルフコース施設の使用ができない時などಏ
時的に厭ಌすることがあります。 

 
(সබその他の匤品の保管) 
第７条 সබその他の匤品は、匤品ロッカーへお預けください。匤品ロッカーをご匏用いただいた場合、

ご匏用時間中はお客様の所有物と同等であり、厓卣物に関してはお客様の責任において管৶して
いただきます。また、携帯品についても、当ゴルフコースは責任を負いません。 

 
(区場の匏用) 
第８条 当ゴルフコースが提供している区場で自動区及び区厥内の物品に൯又は損傷等の事故があっ

ても当ゴルフコースは責任を負いません。 
 
(ロッカーの鍵) 
第９条 ロッカーの鍵は各自で保管していただくとし、これの紛失による事故が発生しても当ゴルフ場は責任を

負いません。また、ロッカーの鍵は当ゴルフコースではお預かりいたしません。 
 
(୧ଦの取扱) 
第１０条 ୧ଦによるゴルフクラブ・バック・シューズなどの 受୩・保管・発ଛはお取り次岸ಱしますが、お取り

次岸中の物品の൯、紛失損害等の卲の責任は負いません。 
 
(危険防止責任とエチケット・マナーの厳守) 
第１１条 ゴルフは時に危険を伴う場合がありますので、プレーヤーはエチケット・マナー・ಹ常を守り、全て

自己の責任により安全を確認したうえでプレーをしていただきます。 
1.クラブのಞஷりは、テ崋ーマーク内の打ఆまたは特に指定された場所以外ではষわないこと。ま

た、打者以外のプレーヤーはテ崋ーインググランドにয়入らないこと。 
2.打ದ以外のプレーヤーは、テ崋ーインググランド内にয়ち入らないこと。 
3.打者は、匪ষ組に打ち込まないように注意すること。打者は自己のఄをྠ匽し匪ষ組

に打ち込まないように最善の注意をすること。 
4.後続組に匪ষさせて打球させるときは、匪ষ組のプレーヤーは後続組全員のプレーヤーが打

ち終わるまで、安全な場所に待避すること。 
5.同伴プレーヤーは、打者の前方には絶対に出ないこと。打者の前方に出た結果の事故、その

他のプレーヤー同士によって生じた事故については、プレーヤー同士で解決していただくこととし、
当ゴルフコースは卲の責任を負いません。 
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6.ๆமホールへの打込みは、特に危険ですからプレーヤーは自己のఄ、ఄষ方匇について
適卲に判断しඦ匤に打球すること。尚、ๆமホールに打込んだ場合には、そのホールのプレ
ーヤーに合図をし、邪魔にならないように打球するとともに、自己の同伴プレーヤーにも充分
気をつけて打球すること。 

7.ホールアウトした場合は直ちにグリーンを去り、後続組の打球に対し安全な場所を通り次のホ
ールへ進むこと。 

8.セルフプレーで使用する際、ଭ用カートの卞厷は、自動区卞厷ඊ許証の所持者に定し、
使用上の注意事項を厳守すること。尚、全ての装備品・その他カート本体への損傷があった
場合は、修繕費の全額をお客様へ請求させていただきます。また、使用中の事故や怪我に
ついて、当ゴルフコースは卲の損害賠償を負いません。 

9.プレーヤーは常にカートの位置に注意すること。尚、プレーヤーは絶対にカート匠ଡ଼上にয়ち止
まらないこと。 

10.プレーヤーは、崯崋嵄ットにෛをඇめ、かつグリーン上の嵄ールマークをホークで修৶し區の叔ଙ
に戻すこと。 

 
(が発生した場合) 
第１２条 が発生した場合は、当ゴルフコースまたはゴルフコース従業員の指示の有無に༃らず、自己の判断

で直ちにプレーを中止し、避৵厡など安全な場所に避してください。 
 
(火気使用の禁止) 
第１３条 コース内やクラブハウス内での火気は、所定の場所以外では禁止します。マッチの燃殻・煙草の吸殻

等は必ずよく消して灰皿へお入れください。 
 
(プレー終വ後のゴルフ用具の確認) 
第１４条 匏用者がプレーを終വした場合は、クラブを点匴し間違いがないかඦ匤に確認してください。確認後

はクラブの勘ଌ・キズ等について当ゴルフコースは責任を負いません。 
 
(損害賠償の責任) 
第１５条 匏用者の故意または厢失により、当ゴルフコースの従業員または施設に損害をଖえた場合は、その

損害を賠償していただきます。 
 
(施設内の持込品) 
第１６条 当ゴルフ場の施設内には次の物の持込みをお断りいたします。 

1.ペット等動物 
2.著しく悪臭を放つもの 
3.銃砲・刀剣類 
4.火薬・揮発油等、発火・爆発の恐れのあるもの 
5.騒音を発するもの 
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6.その他危険物や他人に迷惑を及ぼす恐れのあるもの 
 
(禁止ষನ) 
第１７条 施設内で下卌のষನはお断りします。 

1.⎐、その他௯をみだすষನ。 
2.物品匉、്南告等のষನ。 
3.他人に迷惑を及ぼし、又は勘快厤をଖえるষನ、及びゴルフ崉ーとして勘適匁な服装。 
4.匏用者以外のコース内য়ち入り(特に許可する場合を除く)。尚、特に許可した場合であって

も、匏用者以外(含ギャラリー)が傷害等の被害を受けた場合、当ゴルフコースは卲損害
賠償等の責任を負いません。 

5.施設の器具・備品等を持ち出すষನ。 
6.卢୶、ஈ音等のষನ(特に許可する場合を除く)。 
 

(お忘れ物の叀৶) 
第１８条 当ゴルフコース内でのお忘れ物につきましては、その所有者が判明したときは、当ゴルフコースは当該

所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は
所有者が判明しないときは、発ৄ日を含め７日間保管し、その後最ఞりの警署にඍけます。 

 
(服 装) 
第１９条 当ゴルフコースを匏用される方は、ゴルフにおけるエチケットに則った適匁な服装で来場し、プレーをし

てください。 
 
(会員証の携帯とその責任) 
第２０条 グリーンクラブ会員が当ゴルフコースを匏用する場合、フロント受付時に会員証のご提示をお願いしま

す。尚、会員証の提示がない場合は、శ会員としてお取扱いすることもありますのでごവഅください。 
 
(個人情報の取り扱いについて) 
第２１条 当ゴルフコースは、予約時点に電話・FAX・ｅメール等で入手した個人情報、及びプレー当日ご署

名いただいたプレーヤーの個人情報は、当ゴルフコースの責に則り安全管৶にめます。また、当ゴル
フコースでは、予約の受注・当ゴルフコースからのお知らせや緊急の際ご連絡、その他、業務付帯・関
連する事項に対応する目的で、前出の個人情報を使用する場合がございます。 

 
(快適なプレーと安全の確保) 
第２２条 プレーをなさるお客様は、プレー中のす峣てのষ動に責任をお持ちください。 

1.ハーフラウンド 2 時間 15 分以内を目安としてプレーするように心掛けること。 
2.当ゴルフコースではෟなプレー・危険防止・快適なプレーを目的として、ローカルルールを設

けておりますので必ずお守りください。 
3.アウト･オブ･バーンズ(O・B)の境界は、白杭を以って標示しています。 
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4.ラテラル･ウォーター･ハザードの境界は、赤杭をもって標示しています。 
5.アンダーリペア(修৶)の区域は、ஒ杭又は白をもって標示しています。 
6.匠ଡ଼・সි・目土箱・支柱及びワイヤーとそれを伴う樹木等は、動かす事の出来ない人工の

構築物とします。 
7.前 ６項以外は総てع1 JGA〔(公社)日本ゴルフ協会〕規則に則ります。 

 


